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株の配当所得 大口株主の判定基準が改正 
「同族会社と合計で３％以上」なら総合課税に 

 

通常の個人株主が上場株式等の配当を受けた場合、配当を受け取る際に20.315％が源泉徴収された上

で、①申告不要制度、②申告分離課税を選択して確定申告を行う、③総合課税（配当控除後の税率は最

大で49.44％）で確定申告を行う――という3つの課税方式が選択できる（上場株式等に係る配当所得等

の課税の特例）。 

一方、持株割合が３％以上である大口株主は、投資目的で株式を保有しているのではなく、事業に参画

する目的で株式を保有していると考えられることから、その支払いを受けた配当については、事業所得

とのバランスを踏まえて総合課税の対象とされている。 

ところが、大口株主を判定するための持株割合は「個人の持株割合」のみで判定するため、自身が議決

権の過半数を保有し支配している法人に株式を持たせることによって、実質的に３％以上の持株割合を

確保しているにもかかわらず、大口株主に該当せず総合課税を回避することができる。会計検査院は以

前よりこれを問題視しており、令和２年度の決算検査報告の中で「適用範囲について、様々な視点から

より適切なものとなるよう検討を行っていくことが肝要」と指摘していた。 

そこで今回の改正では、「上場株式等に係る配当所得等の課税の特例」について、持株割合３％未満の

個人株主であっても、同族会社と合計で３％以上となる場合は総合課税の対象となるよう改正が行われ

る。 

 

 

少額減価資産の取得価額の特例 
対象資産から貸付資産を除外 

 

少額減価資産の取得価額の損金算入制度は多くの企業が適用する特例の一つだが、2022年度税制改正に

おいて見直される。減価償却資産は、通常、法定耐用年数に基づいて計算した減価償却費を損金算入す

ることとなるが、使用期間が１年未満又は取得価額が10万円未満の少額の減価償却資産は、事業の用に

供した年度に取得価額の全額を損金算入することができる。 

税制改正大綱には、「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価

額が 10 万円未満の減価償却資産のうち貸付け（主要な事業として行われるものを除く）の用に供した

ものを除外する（所得税についても同様となる）」との見直しが明記された。改正後は、貸付けの用に

供したものは、取得価額の全額を損金算入することができなくなり、通常の減価償却により損金算入す

ることとなる。 

見直しの背景には、１単位当たり10万円未満で購入可能な工事現場などで使用される足場材料やドロー

ン、ＬＥＤ照明などを大量購入し、それらの資産を貸付けの用に供することで投下資金を数年かけて回

収し、実質的に課税の繰延べを図る節税対策が近年増加傾向にあることがある。 

一括償却資産の損金算入制度（減価償却資産の取得価額20万円未満）や中小企業者等の少額減価償却資

産の取得価額の損金算入の特例（同30万円未満）についても同様の取扱いとなる。 

 


